
定額給付金の受給申請受付は 10 月９日（金）で終了します。
 総務課　　☎ 89-3330

総　

務　

課�

☎
８
９-

３
３
３
０

　

総
務
省
の
「
行
政

相
談
」
は
、
国
を

は
じ
め
と
す
る
行
政

に
関
す
る
苦
情
や
意

見
・
要
望
を
解
決
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
基
に
行
政
運
営
の
改
善
に
つ

な
げ
て
い
く
活
動
で
す
。

　

10
月
19
日
（
月
）
か
ら
10
月
25
日

（
日
）
は
「
行
政
相
談
週
間
」
で
す
。

　

こ
の
期
間
、「
行
政
相
談
」
を
広
く

住
民
の
み
な
さ
ん
に
利
用
し
て
い
た

だ
く
よ
う
重
点
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

町
内
で
は
、
毎
月
第
一
水
曜
日
に

行
政
相
談
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、今
回
の
「
行
政
相
談
週
間
」

中
に
も
、
次
の
と
お
り
行
政
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
町
内
の
行
政
相
談

委
員
（
４
名
）
が
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

10
月
21
日
（
水
）

�

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　

三
和
公
民
館

▼ 
10
月
19
日（
月
）～
25
日（
日
）は

　

行
政
相
談
週
間

 

行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

保　

健　

課�

☎
８
９-

３
３
６
６

　

町
で
は
、
幼
児
・
児
童
等
の
保
護

者
が
負
担
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

幼
児
・
児
童
等
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
予
防
接
種
は
、
任
意
の
予
防
接
種

で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
の
う
え
、
予

防
接
種
に
つ
い
て
主
治
医
と
相
談
し

て
接
種
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
１
）
接
種
対
象
者

・�
接
種
時
に
満
１
歳
か
ら
中
学
校
終

了
ま
で
の
幼
児
・
児
童
等
の
保
護
者

・�
接
種
時
に
神
石
高
原
町
へ
住
民
登

録
、
ま
た
は
外
国
人
登
録
を
し
て

い
る
幼
児
・
児
童
等
の
保
護
者

▼ 

幼
児
・
児
童
等
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
を
助
成
し
ま
す

（
２
）
接
種
期
間

　

10
月
１
日（
木
）～
１
月
31
日（
日
）

ま
で
の
間

（
３
）
助
成
の
内
容

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
が
終

了
し
た
幼
児
・
児
童
等
の
保
護
者
に
、

１
人
の
幼
児
・
児
童
等
に
つ
き
、
次

の
金
額
を
上
限
と
し
て
予
防
接
種
に

要
し
た
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

①
幼
児
・
児
童
の
場
合

　

・�

１
回
接
種
に
対
し
て
、
１
，
５

０
０
円
を
上
限
と
す
る
範
囲
内

　

・�

２
回
接
種
に
対
し
て
、
３
，
０

０
０
円
を
上
限
と
す
る
範
囲
内

②
中
学
生
の
場
合

　

・�

１
回
接
種
に
対
し
て
、
１
，
５

０
０
円
を
上
限
と
す
る
範
囲
内

（
４
）
申
請
の
方
法

　

予
防
接
種
を
受
け
る
時
に
は
、
申

請
書
を
も
っ
て
医
療
機
関
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
に
は
必
ず
医
療
機
関
の
証

明
を
受
け
、
必
要
事
項
の
記
入
と
押

印
を
し
て
、
役
場
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
書
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。

・�

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
保
健
課
健

康
係

・
各
支
所
町
民
課
町
民
係

・
神
石
高
原
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
高
原
サ
ロ
ン
」
は
神
石
高
原
町

に
住
む
障
害
を
持
つ
方
や
家
族
が
集

い
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
お
し
ゃ

べ
り
や
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
し
て
気
ま

ま
に
ゆ
っ
た
り
と
交
流
で
き
る
サ
ロ

ン
で
す
。

　

ま
た
、
身
体
障
害
者
相
談
員
・
知

的
障
害
者
相
談
員
に
よ
る
相
談
会
も

あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

▼ 「
高
原
サ
ロ
ン
」
に
来
ま
せ
ん
か

○
油
木
地
区　

10
月
３
日
（
土
）

　

シ
ル
ト
ピ
ア
ア
リ
ー
ナ

�

（
町
立
油
木
体
育
館
）

○
神
石
地
区　

11
月
７
日
（
土
）

　

交
流
セ
ン
タ
ー
じ
ん
せ
き
の
里

○
豊
松
地
区　

12
月
５
日
（
土
）

　

陽
光
の
里
文
化
ホ
ー
ル

○
三
和
地
区　
平
成
22
年
３
月
６
日（
土
）

　

小
畠
交
流
会
館

●
時　

間　

�

午
前
10
時
か
ら

�

午
後
３
時

　

＊�

な
お
相
談
会
は
、
い
ず
れ
の
会
場
も
午

前
中
の
み
の
開
催
で
す
。

●
対
象
者　

障
害
者
と
そ
の
家
族

　

＊�

介
護
保
険
対
象
者
は
含
ま
れ
ま
せ
ん

●
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

�

「
高
原
サ
ロ
ン
」
連
絡
協
議
会

産　

業　

課�
☎
８
９-

３
３
３
７

　

神
石
林
業
振
興
会
で
は
、

林
業
経
営
者
の
所
得
の
向
上

と
優
良
材
生
産
技
術
の
向
上

を
目
的
と
し
て
、「
第
４
回

優
良
丸
太
共
進
会
」
を
開
催

し
ま
す
。

●
開
催
日

　

11
月
13
日
（
金
）

●
開
催
場
所

　

岡
山
県
森
林
組
合
連
合
会　

新
見
木
材
共
販
所

●
樹　
　

種

　

・
町
内
に
お
け
る
人
工
植
栽
の
ヒ
ノ
キ

　

・
樹
齢
40
年
以
下
（
昭
和
44
年
植
栽
以
降
）

●
規　
　

格

　

・
径
級
16
㎝
以
上

　

・
長
さ
３
・
１
ｍ
以
上

　

・
元
木
５
本
～
８
本
以
内

�

※
２
番
木
、
３
番
木
も
併
せ
て
搬
出
す
る
事
が
出
来
ま
す
。

●
出
品
費

　

２
０
０
０
円
（
運
搬
費
の
一
部
と
し
ま
す
）

●
出
品
申
込

　

�

10
月
９
日
（
金
）
ま
で
に
産
業
課
ま
た
は
各
支
所

産
業
建
設
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
せ
先

　

産
業
課
ま
た
は
各
支
所
産
業
建
設
課

▼ 

第
４
回
優
良
丸
太
共
進
会
の

　

開
催
に
つ
い
て

環
境
衛
生
課�

☎
８
９-

３
３
３
６

　

６
月
に
実
施
し
た
ご
み
の
品
質
検
査
の
結
果
、

汚
れ
の
付
着
し
た
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
約

13
％
混
入
し
て
い
ま
し
た
。
汚
れ
の
付
着
し
た
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
水
洗
い
等
を
し
て
乾
か
し
、
⑤

容
器
包
装
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

汚
れ
の
落
ち
な
い
も
の
等
は
、
①
②
の
燃
や
し
て

よ
い
ご
み
へ
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
⑤
の
出
し
方
に
つ
い
て

　

ま
た
容
器
包
装
以
外
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
５
・５

％
混
入
し
て
い
ま
し
た
。
容
器
包
装
以
外
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
は
、
⑥
容
器
包
装
以
外
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

汚
れ
の
付
着
し
た
も
の
の
混
入
が
あ
る
と
、
引

き
取
り
を
断
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

浄
化
槽
は
、き
れ
い
な
排
水
を
維
持
す
る
た
め
、

適
切
で
定
期
的
な
維
持
管
理
が
必
要
で
す
。
そ
の

た
め
「
浄
化
槽
法
」
と
い
う
法
律
で
、
浄
化
槽
の

使
用
者
が
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
３
つ
の
義
務

が
課
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
保
守
点
検
：
４
カ
月
に
１
回

　

�（
点
検
・
調
整
・
修
理
等　

有
資
格
業
者
に
委
託
）

②
清　
　

掃
：
年
１
回

　

�（
汚
泥
引
抜
・
機
器
洗
浄
等　

町
許
可
業
者
に

委
託
）

③
法
定
検
査
：
年
１
回

　

�（
水
質
検
査
・
管
理
記
録
検
査　

県
指
定
検
査

機
関
「
㈳
広
島
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」「
㈳

広
島
県
浄
化
槽
維
持
管
理
協
会
」
に
依
頼
）

　

・�

法
定
検
査
を
受
検
し
な
い
場
合
は
改
善
命

令
等
を
受
け
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は

30
万
円
以
下
の
過
料
の
罰
則
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

10
月
は
浄
化
槽
月
間
で
す

　

・�

法
定
検
査
は
５
年
間
で
効
率
化
検
査
（
18

項
目
検
査
）
４
回
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
査

（
86
項
目
検
査
）１
回
の
受
検
が
必
要
で
す
。

　

・�

対
象
は
合
併
浄
化
槽
だ
け
で
な
く
単
独
浄

化
槽
も
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

・�

法
定
検
査
実
施
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
と

指
定
機
関
２
者
と
の
３
者
に
よ
る
契
約
締

結
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
契
約
に

つ
い
て
は
、
随
時
、
指
定
機
関
よ
り
お
知

ら
せ
が
あ
り
ま
す
。

　

※�

浄
化
槽
設
置
に
は
補
助
金
交
付
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
設
置
希
望
の
あ
る
方
は
環
境
衛
生
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

�

環
境
衛
生
課
、
各
支
所
福
祉
保
健
係
ま
た
は
広

島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所
福
山
支
所

　

☎
０
８
４
‐
９
２
１
‐
１
３
１
１
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